
申請者・保護者・医療費支給認定保護者の考え方

１　申請者の優先順位　 （⇒２の表を参照）
（１）受給者が１８歳未満の場合

①児童が加入している医療保険の被保険者（原則）
②児童を現に監護している者（①に該当する父又は母の一方が単身赴任等により別居している場合等）
③収入の高い者

（２）患者が１８歳以上の成年患者の場合
　申請者は成年患者本人

２　患者が児童の場合における申請者・保護者・医療費支給認定保護者の考え方の例
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父：A県
母：Ｂ県
児童：青森県(中核市以外)
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祖父：青森県（中核市以外）
父：〃
母：〃
児童：〃

祖父：国民健康保険
父：〃
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児童：〃
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